
○
外
務
委
員
会

条
約
（
八
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

１

投
資
の
奨
励
及
び
相
互
保
護
に
関
す
る
日
本
国
と
中

華
人
民
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承

認
を
求
め
る
の
件

衆

元
、
三
、
一
七　

元
、
三
、
一
七

　
　
（
予
）

元
、
四
、
一
一

承
　
　
認

元
、
四
、
一
二

承
　
　
認

元
、
三
、
一
七

元
、
四
、
一
一

承
　
　
認

元
、
四
、
一
一　

承
　
　
認

2

航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和

国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る

の
件

"

三
、
一
七

三
、
一
七

（
予
）

　
　
六
、
二
〇

承
　
　
認

　
　
六
、
二
一

承
　
　
認

三
、
一
七

　
　
　
五
、
二
四

承
　
　
認

　
　
六
、
八

承
　
　
認

3

航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ト
ル
コ
共
和
国
と
の

間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

"

三
、
一
七

三
、
一
七

（
予
）

　
　
六
、
二
〇

承
　
　
認

　
　
六
、
二
一

承
　
　
認

三
、
一
七

　
　
　
五
、
二
四

承
　
　
認

　　

六
、
八

承
　
　
認

４

所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
の

た
め
の
日
本
国
と
ベ
ル
ギ
ー
王
国
と
の
間
の
条
約
を

改
正
す
る
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る

の
件

"

三
、
一
七

三
、
一
七

（
予
）

三
、
一
七

継
　
　
続
　
審
　
　
査

5

所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及

び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
イ
ン
ド
共

和
国
政
府
と
の
間
の
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を

求
め
る
の
件

"

三
、
一
七

三
、
一
七

（
予
）

三
、
一
七

継
　
　
続
　
審
　
　
査

6

常
時
有
人
の
民
生
用
宇
宙
基
地
の
詳
細
設
計
、
開
発
、

運
用
及
び
利
用
に
お
け
る
協
力
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
政
府
、
欧
州
宇
宙
機
関
の
加
盟
国
政
府
、
日

本
国
政
府
及
び
カ
ナ
ダ
政
府
の
間
の
協
定
の
締
結
に

つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

"

三
、
二
四　
　
　
　
　
　

六
、
一
九

　
　
六
、
二
二

承
　
　
認

　
　
六
、
二
二

承
　
　
認

五
、
二
三　
　
　
六
、
一
四

承
　
　
認

　
　
六
、
一
六

承
　
　
認

　
　
　
　
元
、
　
六
、
一
九

参
本
会
議
趣
旨
説
明



７

実
演
家
、
レ
コ
ー
ド
製
作
者
及
び
放
送
機
関
の
保
護

に
関
す
る
国
際
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め

る
の
件

参

三
、
二
四　
　
　
　
　
　
　

三
、
二
四　

　
　
六
、
一
六　

承
　
　
認

　
　
六
、
一
九

承
　
　
認

三
、
二
四　

（
予
）

　
　
六
、
二
一

承
　
　
認

　
　
六
、
二
一

承
　
　
認

８

千
九
百
六
十
七
年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム

で
及
び
千
九
百
七
十
七
年
五
月
十
三
日
に
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
で
改
正
さ
れ
並
び
に
千
九
百
七
十
九
年
十
月
二
日

に
修
正
さ
れ
た
標
章
の
登
録
の
た
め
の
商
品
及
び
サ

ー
ビ
ス
の
国
際
分
類
に
関
す
る
千
九
百
五
十
七
年
六

月
十
五
日
の
ニ
ー
ス
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を

求
め
る
の
件

"

三
、
二
四

三
、
二
四

　
　
六
、
一
六

承
　
　
認

　
　
六
、
一
九

承
　
　
認

三
、
二
四

（
予
）

　
　
六
、
二
一　

承
　
　
認

　
　
六
、
二
一　

承
　
　
認

内
閣
提
出
法
律
案
（
二
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

16

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤

務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

衆

元
、
二
、
一
七

元
、
二
、
一
七

　
　
（
予
）

元
、
三
、
二
八　

可
　
　
決

元
、
三
、
三
一

可
　
　
決

元
、
二
、
一
七

内
　
　
閣

元
、
三
、
二
三

可
　
　
決

元
、
三
、
二
四

可
　
　
決

31

旅
券
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

二
、
二
八

四
、
一
一

（
予
）

　
　
　
四
、
一
一

可
　
　
決

　
　
四
、
一
二

可
　
　
決

三
、
一
六

　
　
　
四
、
一
一

可
　
　
決

　
　
　
四
、
一
一

可
　
　
決

本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

衆
へ
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

108

国
会

3

国
際
開
発
協
力
基
本
法
案

中
西
珠
子
君

外
　
　
一
　
　
名

（
昭
和
六
二
、
五
、
二
一
）

昭
和六

二
、
五
、
二
一

未
　
　
　
　
　
　
了



衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

9

国
際
開
発
協
力
基
本
法
案

川
崎
寛
治
君

外
十
五
名

（
元
、
　
六
、
一
六
）

元
、
六
、
二
一

元
、
六
、
二
一

　
　
（
予
）

継
続
審
査

　
（
外
務
）

投
資
の
奨
励
及
び
相
互
保
護
に
関
す
る
日
本
国
と
中
華
人
民
共
和
国
と

の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
号
）

要
旨

　
　
こ
の
協
定
は
、
我
が
国
と
中
華
人
民
共
和
国
と
の
間
の
投
資
の
増

　
加
、
経
済
関
係
の
拡
大
及
び
緊
密
化
の
促
進
を
目
的
と
し
て
、
一
九

　
八
八
年
（
昭
和
六
十
三
年
）
八
月
に
北
京
で
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ

　
っ
て
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
両
国
は
、
投
資
の
許
可
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
項
に
関
し
、

　
　
最
恵
国
待
遇
を
与
え
る
。

　
二
、
両
国
は
、
投
資
財
産
、
収
益
及
び
投
資
に
関
連
す
る
事
業
活
動

　
　
に
対
し
内
国
民
待
遇
及
び
最
恵
国
待
遇
を
与
え
る
。

　
三
、
両
国
は
、
出
訴
権
等
に
関
し
て
内
国
民
待
遇
及
び
最
恵
国
待
遇

　
を
与
え
る
。

四
、
両
国
は
、
投
資
財
産
及
び
収
益
に
つ
い
て
、
公
共
の
た
め
、
法

　
令
に
従
い
、
差
別
的
で
な
く
、
ま
た
、
補
償
が
行
わ
れ
る
場
合
を

　
除
い
て
は
、
収
用
、
国
有
化
等
の
措
置
の
対
象
と
し
て
は
な
ら
な

　
い
。
両
国
は
、
収
用
、
国
有
化
等
の
条
件
、
補
償
の
方
法
等
に
関

　
し
、
最
恵
国
待
遇
を
与
え
る
。
ま
た
、
敵
対
行
為
の
発
生
等
に
関

　
連
し
て
と
る
措
置
に
関
し
、
最
恵
国
待
遇
を
与
え
る
。

五
、
両
国
は
、
投
資
保
証
に
基
づ
く
請
求
権
等
に
つ
い
て
の
政
府
の

　
代
位
を
承
認
す
る
。

六
、
両
国
は
、
両
国
間
及
び
自
国
と
第
三
国
と
の
間
の
送
金
等
の
自

　
由
を
保
証
す
る
。

七
、
両
国
は
、
収
用
等
に
対
す
る
補
償
の
価
額
に
関
す
る
紛
争
は
当

　
事
者
の
要
請
に
よ
り
、
ま
た
、
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
紛
争
は



　
両
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
、
調
停
ま
た
は
仲
裁
に
付
託
す
る
。

八
、
両
国
は
、
協
定
の
実
施
状
況
の
検
討
、
両
国
の
政
府
に
対
す
る

　
勧
告
等
を
目
的
と
し
て
合
同
委
員
会
を
設
置
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
協
定
及
び
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

　
外
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

　
す
。

　
　
ま
ず
、
日
中
投
資
保
護
協
定
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
協
定
は
、
我
が
国
と
中
華
人
民
共
和
国
と
の
間
の
投
資
を
促
進

　
す
る
た
め
、
相
互
に
投
資
の
許
可
に
つ
い
て
最
恵
国
待
遇
を
保
障
す

　
る
ほ
か
、
投
資
財
産
、
収
益
、
事
業
活
動
に
関
す
る
内
国
民
待
遇
及

　
び
最
恵
国
待
遇
、
収
用
、
国
有
化
等
の
場
合
の
補
償
措
置
、
投
資
紛

　
争
解
決
の
た
め
の
手
続
、
合
同
委
員
会
の
設
置
等
に
つ
い
て
定
め
て

　
お
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
協
定
締
結
が
対
中
投
資
に
及
ぼ
す
効

　
果
、
投
資
財
産
等
に
与
え
ら
れ
る
内
国
民
待
遇
の
内
容
、
投
資
リ
ス

　
ク
回
避
の
方
法
等
の
ほ
か
、
日
中
関
係
全
般
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ

　
れ
ま
し
た
が
、
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
　
質
疑
を
終
え
、
採
決
の
結
果
、
本
件
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
承
認

す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
次
に
、
旅
券
法
改
正
案
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
案
は
、
最
近
に
お
け
る
旅
券
発
給
件
数
の
急
増
と
そ
れ
に
伴
う

旅
券
事
務
の
増
大
に
か
ん
が
み
、
一
般
旅
券
は
原
則
と
し
て
有
効
期

間
五
年
の
数
次
往
復
用
旅
券
と
す
る
と
と
も
に
、
提
出
書
類
の
簡
素

化
及
び
本
人
出
頭
義
務
の
緩
和
を
図
る
こ
と
、
旅
券
手
数
料
の
一
部

を
都
道
府
県
へ
分
納
す
る
こ
と
等
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
旅
券
事
務
の
合
理
化
と
窓
口
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
、
手
数
料
分
納
の
効
果
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
へ

の
渡
航
制
限
の
緩
和
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
詳
細

は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
え
、
採
決
の
結
果
、
本
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
と
の
間
の
協
定

の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
二
号
）

要
旨



　
我
が
国
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
間
の
定
期
航
空
路
開
設
に
つ
い
て

は
、
一
九
七
九
年
（
昭
和
五
十
四
年
）
以
来
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
よ
り

累
次
に
わ
た
り
希
望
が
表
明
さ
れ
て
き
た
。
近
年
に
至
り
両
国
間
の

貿
易
、
投
資
等
の
経
済
関
係
の
緊
密
化
に
伴
い
、
航
空
運
輸
需
要
が

ぼ
直
通
航
空
路
を
開
設
す
る
に
足
る
状
況
に
な
っ
た
と
判
断
さ
れ
た

の
で
、
両
国
間
の
伝
統
的
友
好
関
係
に
も
か
ん
が
み
、
我
が
国
と
し

て
も
航
空
協
定
の
締
結
交
渉
に
応
ず
る
こ
と
と
し
た
。
昨
年
十
一
月

に
交
渉
を
行
っ
た
結
果
、
協
定
案
文
に
つ
い
て
最
終
的
合
意
に
達
し
、

本
年
三
月
本
協
定
の
署
名
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
本
協
定
は
、
我
が
国
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
間
の
定
期
航
空
業
務

を
開
設
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
両
国
の
航
空
企
業
が
享
有
す
る
特

権
、
業
務
の
開
始
及
び
運
営
に
つ
い
て
の
手
続
き
及
び
条
件
、
業
務

の
運
営
に
関
す
る
原
則
、
運
賃
の
決
定
手
続
き
等
を
取
り
決
め
る
と

と
も
に
、
両
国
の
指
定
航
空
企
業
が
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
定

期
路
線
を
定
め
て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
協
定
二
件
に
つ
き
ま
し
て
、
外
務

　
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
両
協
定
は
、
わ
が
国
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
及
び
わ
が
国
と
ト
ル
コ
と

の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
定
期
航
空
業
務
を
開
設
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
い
ず
れ
も
そ
の
た
め
の
権
利
を
相
互
に
許
与

す
る
こ
と
、
業
務
の
開
始
及
び
運
営
に
つ
い
て
の
手
続
及
び
条
件
等

を
取
り
決
め
る
と
と
も
に
、
わ
が
国
と
相
手
国
の
指
定
航
空
企
業
が

そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
路
線
を
定
め
た
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
二
協
定
の
締
結
の
経
緯
、
両
国
と
の

間
の
航
空
運
輸
需
要
、
営
業
路
線
及
び
運
航
開
始
の
時
期
等
の
ほ
か
、

国
際
航
空
運
賃
の
決
定
方
法
、
地
方
空
港
へ
の
国
際
線
乗
り
入
れ
見

通
し
、
日
米
航
空
交
渉
の
現
状
と
今
後
の
対
応
等
に
つ
い
て
質
疑
が

行
わ
れ
ま
し
た
が
、
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
え
、
採
決
の
結
果
、
両
件
は
い
ず
れ
も
全
会
一
致
を
も

っ
て
承
認
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ト
ル
コ
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結

に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
三
号
）

要
旨

我
が
国
と
ト
ル
コ
と
の
間
の
定
期
航
空
路
開
設
に
つ
い
て
は
、
一



九
七
四
年
（
昭
和
四
十
九
年
）
以
来
ト
ル
コ
側
よ
り
累
次
に
わ
た
り

希
望
が
表
明
さ
れ
て
き
た
。
近
年
に
至
り
両
国
間
の
貿
易
、
投
資
等

の
経
済
関
係
の
緊
密
化
に
伴
い
、
航
空
運
輸
需
要
が
ほ
ぼ
直
通
航
路

路
を
開
設
す
る
に
足
る
状
況
に
な
っ
た
と
判
断
さ
れ
た
の
で
、
両
国

間
の
伝
統
的
友
好
関
係
に
も
か
ん
が
み
、
我
が
国
と
し
て
も
航
空
協

定
の
締
結
交
渉
に
応
ず
る
こ
と
と
し
た
。
昨
年
十
月
に
交
渉
を
行
っ

た
結
果
、
協
定
案
文
に
つ
い
て
最
終
的
合
意
に
達
し
、
本
年
三
月
本

協
定
の
署
名
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
本
協
定
は
、
我
が
国
と
ト
ル
コ
と
の
間
の
定
期
航
空
業
務
を
開
設

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
両
国
の
航
空
企
業
が
享
有
す
る
特
権
、
業

務
の
開
始
及
び
運
営
に
つ
い
て
の
手
続
き
及
び
条
件
、
業
務
の
運
営

に
関
す
る
原
則
、
運
賃
の
決
定
手
続
き
等
を
取
り
決
め
る
と
と
も
に
、

両
国
の
指
定
航
空
企
業
が
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
定
期
路
線
を

定
め
て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
　
前
ペ
ー
ジ
参
照

常
時
有
人
の
民
生
用
宇
宙
基
地
の
詳
細
設
計
、
開
発
、
運
用
及
び
利
用

に
お
け
る
協
力
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
、
欧
州
宇
宙
機
関
の

加
盟
国
政
府
、
日
本
国
政
府
及
び
カ
ナ
ダ
政
府
の
間
の
協
定
の
締
結
に

つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
六
号
）

要
旨

　
　
こ
の
協
定
は
、
米
国
大
統
領
の
呼
び
か
け
に
基
づ
き
、
一
九
八
八

　
年
（
昭
和
六
十
三
年
）
九
月
二
十
九
日
に
我
が
国
、
米
国
、
欧
州
諸

　
国
及
び
カ
ナ
ダ
の
十
二
カ
国
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

　
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
こ
の
協
定
は
、
国
際
法
に
従
い
、
平
和
目
的
の
た
め
に
宇
宙
基

　
　
地
の
詳
細
設
計
、
開
発
、
運
用
及
び
利
用
を
行
う
こ
と
に
関
す
る

　
　
参
加
主
体
（
我
が
国
、
米
国
、
一
の
参
加
主
体
と
し
て
集
団
的
に

　
　
行
動
す
る
欧
州
諸
国
及
び
カ
ナ
ダ
）
間
の
協
力
の
枠
組
み
を
確
立

　
　
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
宇
宙
基
地
は
、
す
べ
て
の
参
加
主
体
が

　
　
提
供
す
る
要
素
か
ら
成
る
常
時
有
人
の
本
体
、
地
上
要
素
等
に
よ

　
　
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

　
二
、
宇
宙
基
地
は
、
国
際
法
に
従
っ
て
開
発
し
、
運
用
し
、
利
用
す

　
　
る
。

　
三
、
各
参
加
主
体
は
、
宇
宙
基
地
協
力
の
実
施
に
責
任
を
有
す
る
協



　
力
機
関
と
し
て
、
米
国
に
つ
い
て
は
航
空
宇
宙
局
、
欧
州
諸
国
に

　
つ
い
て
は
欧
州
宇
宙
機
関
、
カ
ナ
ダ
に
つ
い
て
は
科
学
技
術
省
を

　
指
定
す
る
こ
と
に
合
意
し
、
日
本
に
つ
い
て
は
日
本
国
政
府
と
航

　
空
宇
宙
局
と
の
間
の
了
解
覚
書
で
定
め
る
。
（
な
お
、
同
了
解
覚

　
書
は
、
日
本
の
協
力
機
関
と
し
て
科
学
技
術
庁
を
指
定
し
、
宇
宙

　
開
発
事
業
団
が
こ
れ
を
援
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
。
）

四
、
各
参
加
主
体
は
、
自
己
が
提
供
す
る
要
素
を
宇
宙
物
体
と
し
て

　
登
録
し
、
ま
た
、
登
録
す
る
要
素
及
び
宇
宙
基
地
上
の
自
国
民
に

　
対
し
て
管
轄
権
及
び
管
理
の
権
限
を
保
持
す
る
。

五
、
各
参
加
主
体
等
は
、
自
己
が
提
供
す
る
要
素
を
所
有
し
、
要
素

　
ま
た
は
宇
宙
基
地
上
の
装
置
を
参
加
主
体
以
外
の
国
等
に
所
有
さ

　
せ
る
場
合
に
は
、
他
の
参
加
主
体
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。

六
、
協
力
機
関
の
間
で
、
宇
宙
基
地
の
詳
細
設
計
、
開
発
、
運
用
及

　
び
利
用
に
関
し
、
計
画
及
び
調
整
を
行
う
運
営
組
織
を
設
立
す
る
。

七
、
各
参
加
主
体
は
、
自
己
が
提
供
す
る
要
素
を
設
計
し
、
開
発
す

　
る
。

八
、
各
参
加
主
体
は
、
原
則
と
し
て
、
自
己
が
提
供
す
る
要
素
の
利

　
用
権
を
保
持
す
る
が
、
日
本
及
び
欧
州
参
加
主
体
は
、
米
国
及
び

　
カ
ナ
ダ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
盤
施
設
か
ら
得
ら
れ
る
資
源
を
有
人
本

　
体
の
運
用
及
び
利
用
の
た
め
に
提
供
す
る
こ
と
と
引
き
か
え
に
、

　
そ
れ
ぞ
れ
の
有
人
本
体
の
利
用
要
素
の
利
用
権
の
一
定
割
合
を
米

　
国
及
び
カ
ナ
ダ
に
提
供
す
る
。

九
、
各
参
加
主
体
は
、
自
己
が
提
供
す
る
要
素
を
運
用
す
る
責
任
を

　
有
す
る
。

十
、
各
参
加
主
体
は
、
衡
平
な
分
配
に
基
づ
き
宇
宙
基
地
塔
乗
員
を

　
提
供
す
る
権
利
を
有
す
る
。

十
一
、
航
空
宇
宙
局
及
び
欧
州
宇
宙
機
関
の
宇
宙
輸
送
シ
ス
テ
ム
は
、

　
宇
宙
基
地
の
た
め
の
基
本
的
な
輸
送
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
航
空
宇

　
宙
局
は
、
他
の
協
力
機
関
等
に
対
し
、
実
費
弁
償
の
原
則
に
よ
り

　
打
ち
上
げ
及
び
回
収
の
業
務
を
提
供
す
る
。

十
二
、
各
参
加
主
体
は
、
宇
宙
基
地
運
用
の
た
め
の
共
通
経
費
を
含

　
め
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
を
果
た
す
た
め
の
経

　
費
を
負
担
す
る
。

十
三
、
参
加
国
（
協
力
機
関
を
含
む
）
は
、
宇
宙
基
地
活
動
か
ら
生

　
ず
る
損
害
に
つ
い
て
の
責
任
に
関
す
る
請
求
で
あ
っ
て
、
他
の
参

　
加
国
、
他
の
参
加
国
の
関
係
者
等
に
対
す
る
も
の
（
自
然
人
の
障

　
害
ま
た
は
死
亡
に
つ
い
て
の
請
求
、
悪
意
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

　
れ
た
損
害
に
つ
い
て
の
請
求
等
を
除
く
）
を
相
互
に
放
棄
す
る
。

　
ま
た
、
自
己
の
関
係
者
に
対
し
、
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
同

　
様
の
請
求
を
放
棄
す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
責
任
に
関



　
す
る
相
互
放
棄
を
及
ぼ
す
。

十
四
、
各
参
加
主
体
は
、
宇
宙
基
地
協
力
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら

　
れ
る
技
術
デ
ー
タ
及
び
物
品
を
国
内
法
令
の
範
囲
内
で
交
換
す
る
。

十
五
、
知
的
所
有
権
に
係
る
法
律
の
適
用
上
、
宇
宙
基
地
の
飛
行
要

　
素
（
宇
宙
基
地
の
構
成
要
素
か
ら
地
上
要
素
を
除
い
た
も
の
）
上

　
の
活
動
は
、
当
該
要
素
の
登
録
を
行
っ
た
参
加
国
の
領
域
に
お
い

　
て
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

十
六
、
参
加
国
は
、
自
国
が
提
供
す
る
飛
行
要
素
及
び
い
ず
れ
か
の

　
飛
行
要
素
上
の
自
国
民
に
つ
い
て
刑
事
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。
ま
た
、
一
定
の
場
合
に
米
国
は
、
他
の
参
加
主
体
が

　
提
係
す
る
飛
行
要
素
上
の
米
国
以
外
の
国
の
国
民
に
つ
い
て
刑
事

　
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
七
、
こ
の
協
定
は
、
米
国
が
批
准
書
、
受
諾
書
ま
た
は
承
認
書
を

　
寄
託
し
、
か
つ
、
欧
州
参
加
主
体
に
つ
い
て
の
効
力
発
生
の
要
件

　
が
満
た
さ
れ
、
ま
た
は
他
の
一
の
参
加
主
体
が
そ
の
批
准
書
、
受

　
諾
書
ま
た
は
承
認
書
を
寄
託
し
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

十
八
、
各
参
加
主
体
は
、
次
の
宇
宙
基
地
の
要
素
を
提
供
す
る
。

　
１
　
米
国
は
、
居
住
棟
を
含
む
基
盤
要
素
、
利
用
要
素
と
し
て
の

　
　
実
験
棟
、
取
付
型
搭
載
物
の
装
着
設
備
及
び
極
軌
道
プ
ラ
ッ
ト

　
　
フ
ォ
ー
ム
並
び
に
地
上
要
素
を
提
供
す
る
。

２
　
欧
州
諸
国
は
、
利
用
要
素
と
し
て
の
取
付
型
与
圧
棟
、
有
人

　
支
援
型
フ
リ
ー
・
フ
ラ
イ
ヤ
ー
及
び
極
軌
道
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

　
ム
並
び
に
地
上
要
素
を
提
供
す
る
。

３
　
日
本
は
、
利
用
要
素
と
し
て
の
日
本
実
験
棟
（
Ｊ
Ｅ
Ｍ
）
及

　
び
地
上
要
素
を
提
供
す
る
。

４
　
カ
ナ
ダ
は
、
移
動
型
サ
ー
ビ
ス
施
設
及
び
地
上
要
素
を
提
供

　
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
協
定
に
つ
き
ま
し
て
、
外
務
委
員

　
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
こ
の
協
定
は
、
昨
年
九
月
、
我
が
国
、
米
国
、
欧
州
諸
国
及
び
カ

　
ナ
ダ
の
合
計
十
二
カ
国
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

　
国
際
法
に
従
っ
て
平
和
的
目
的
の
た
め
に
宇
宙
基
地
の
詳
細
設
計
、

　
開
発
、
運
用
及
び
利
用
を
行
う
こ
と
に
関
す
る
協
力
の
枠
組
み
に
つ

　
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
宇
宙
基
地
は
、
低
重
力
、
真
空
等
の
宇
宙
環
境
を
利
用
し
た
材
料

　
科
学
等
の
実
験
、
長
期
間
の
天
体
観
測
等
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ

　
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
我
が
国
の
宇
宙
開
発
計
画
、
有
人
宇



宙
基
地
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
の
意
義
、
宇
宙
基
地
の
平
和
的
利
用

と
宇
宙
空
間
の
非
軍
事
化
問
題
、
研
究
成
果
の
利
用
方
法
と
知
的
所

有
権
問
題
、
実
施
取
り
決
め
の
公
表
等
に
つ
き
ま
し
て
質
疑
が
行
わ

れ
、
ま
た
、
参
考
人
を
招
い
て
意
見
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
が
、
詳

細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
本
日
、
質
疑
終
局
の
動
議
が
提
出
さ
れ
、
多
数
を
も
っ
て
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
え
、
直
ち
に
採
決
の
結
果
、
本
件
は
多
数
を
も
っ
て
承

認
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

実
演
家
、
レ
コ
ー
ド
製
作
者
及
び
放
送
機
関
の
保
護
に
関
す
る
国
際
条

約
の
締
結
に
つ
い
て
承
任
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
七
号
）

要
旨　

こ
の
条
約
は
、
著
作
物
を
公
衆
に
伝
達
す
る
役
割
を
果
た
す
実
演

家
等
に
対
し
て
著
作
権
に
準
ず
る
権
利
を
付
与
し
、
こ
れ
を
国
際
的

に
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
一
九
六
一
年
（
昭
和
三
十
六
年
）

十
月
二
十
六
日
に
作
成
さ
れ
、
一
九
六
四
年
（
昭
和
三
十
九
年
）
五

月
十
八
日
に
効
力
を
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

一
、
締
約
国
は
、
実
演
が
他
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
等

　
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
実
演
家
に
対
し
て
内
国
民
待
遇
を
与
え

　
る
。

二
、
実
演
家
に
対
す
る
保
護
と
し
て
、
（
イ
）
実
演
家
の
承
諾
を
得
な
い

　
で
そ
の
実
演
を
放
送
し
、
公
衆
に
伝
達
し
、
及
び
固
定
（
録
音
及

　
び
録
画
）
す
る
こ
と
、
（
ロ
）
固
定
さ
れ
た
実
演
を
実
演
家
の
承
諾
を

　
得
な
い
で
複
製
す
る
こ
と
、
を
防
止
す
る
。

三
、
締
約
国
は
、
国
籍
の
基
準
、
固
定
の
基
準
、
発
行
の
基
準
の
い

　
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
対
し
て
内

　
国
民
待
遇
を
与
え
る
。

四
、
レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
対
す
る
保
護
と
し
て
、
レ
コ
ー
ド
の
複
製

　
に
つ
い
て
の
許
諾
権
を
与
え
る
。

五
、
締
約
国
は
、
放
送
機
関
の
主
た
る
事
務
所
が
他
の
締
約
国
に
あ

　
る
場
合
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
放
送
機
関
に
対
し
て
内
国
民

　
待
遇
を
与
え
る
。

六
、
放
送
機
関
に
対
す
る
保
護
と
し
て
、
放
送
の
再
放
送
、
放
送
の

　
固
定
、
入
場
料
を
徴
収
し
て
テ
レ
ビ
放
送
を
公
衆
に
伝
達
す
る
こ

　
と
、
等
に
つ
い
て
の
許
諾
権
を
与
え
る
。

七
、
放
送
機
関
等
は
、
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
二
次
使
用
料
（
商
業
用



　
レ
コ
ー
ド
を
放
送
等
に
使
用
す
る
こ
と
に
対
す
る
報
酬
）
を
実
演

　
家
も
し
く
は
レ
コ
ー
ド
製
作
者
、
ま
た
は
そ
の
双
方
に
対
し
て
支

　
払
う
。

八
、
こ
の
条
約
に
基
づ
い
て
与
え
ら
れ
る
保
護
期
間
は
、
二
十
年
以

　
上
と
す
る
。

九
、
締
約
国
は
、
国
内
法
令
に
よ
り
、
私
的
使
用
、
報
道
に
お
け
る

　
使
用
、
教
育
目
的
・
学
術
的
研
究
目
的
の
使
用
等
の
行
為
に
つ
い

　
て
は
、
こ
の
条
約
が
保
障
す
る
保
護
の
例
外
を
定
め
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

　
な
お
、
こ
の
条
約
は
、
一
部
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
等
に
つ

き
宣
言
す
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
我
が
国
は
、
レ
コ
ー
ド
製
作
者

の
範
囲
の
決
定
に
際
し
て
は
発
行
の
基
準
を
適
用
し
な
い
こ
と
、
商

業
用
レ
コ
ー
ド
の
二
次
使
用
の
規
定
は
放
送
及
び
有
線
放
送
の
場
合

に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
、
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
二
次
使
用
の
規
定

を
適
用
し
な
い
締
約
国
に
は
我
が
国
も
同
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い

こ
と
、
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
の
保
護
期
間
は
相
互
主
義
に
従
い
制
限

す
る
こ
と
、
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
宣
言
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
条
約
二
件
に
つ
き
ま
し
て
、
外
務

委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
実
演
家
等
保
護
条
約
は
、
実
演
家
、
レ
コ
ー
ド
製
作
者
及

び
放
送
機
関
に
対
し
て
著
作
権
に
準
ず
る
権
利
、
い
わ
ゆ
る
著
作
隣

接
権
を
付
与
し
、
こ
れ
を
国
際
的
に
保
護
す
る
こ
と
に
つ
い
て
定
め

て
お
り
ま
す
。

　
次
に
、
標
章
国
際
分
類
協
定
は
、
商
標
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
・
マ
ー

ク
の
登
録
制
度
を
有
し
て
い
る
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
登
録
の
た
め
の

国
際
的
に
統
一
さ
れ
た
商
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
分
類
を
採
用
す
る
こ

と
に
つ
い
て
定
め
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
現
時
点
で
両
条
約
に
加
入
す
る
こ
と

の
意
義
、
実
演
家
等
に
対
す
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
二
次
使
用
料
支
払

い
の
方
法
、
商
標
登
録
に
関
す
る
審
査
体
制
の
整
備
等
国
際
分
類
へ

の
移
行
に
伴
う
諸
問
題
、
サ
ー
ビ
ス
・
マ
ー
ク
登
録
制
度
導
入
の
見

通
し
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
詳
細
は
会
議
録
に
よ

っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
え
、
採
決
の
結
果
、
両
件
は
い
ず
れ
も
全
会
一
致
を
も

っ
て
承
認
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。



千
九
百
六
十
七
年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
及
び
千
九
百
七

十
七
年
五
月
十
三
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
改
正
さ
れ
並
び
に
千
九
百
七
十

九
年
十
月
二
日
に
修
正
さ
れ
た
標
章
の
登
録
の
た
め
の
商
品
及
び
サ
ー

ビ
ス
の
国
際
分
類
に
関
す
る
千
九
百
五
十
七
年
六
月
十
五
日
の
ニ
ー
ス

協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
八
号
）

要
旨

　
　
こ
の
協
定
は
、
一
九
五
七
年
（
昭
和
三
十
二
年
）
六
月
十
五
日
に

　
ニ
ー
ス
で
作
成
さ
れ
た
商
標
が
使
用
さ
れ
る
商
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の

　
国
際
分
類
に
関
す
る
ニ
ー
ス
協
定
が
、
一
九
六
七
年
（
昭
和
四
十
二

　
年
）
及
び
一
九
七
七
年
（
昭
和
五
十
二
年
）
に
改
正
さ
れ
た
も
の
で

　
あ
り
、
商
標
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
・
マ
ー
ク
の
登
録
制
度
を
有
し
て
い

　
る
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
登
録
の
た
め
の
国
際
的
に
統
一
さ
れ
た
商
品

　
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
分
類
の
採
用
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
主

　
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
こ
の
協
定
等
の
締
約
国
（
以
下
「
同
盟
国
」
と
い
う
。
）
は
、

　
　
同
盟
を
形
成
し
、
標
章
の
登
録
の
た
め
の
商
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の

　
　
共
通
分
類
（
「
国
際
分
類
」
と
い
う
。
）
を
採
用
す
る
。

　
二
、
国
際
分
類
に
い
か
な
る
法
的
効
果
を
付
与
す
る
か
は
、
各
同
盟

　
　
国
が
定
め
る
。

三
、
同
盟
国
の
権
限
あ
る
官
庁
は
、
標
章
の
登
録
に
関
す
る
公
文
書

　
等
に
、
登
録
さ
れ
る
標
章
が
対
象
と
し
て
い
る
商
品
ま
た
は
サ
ー

　
ビ
ス
の
属
す
る
国
際
分
類
の
類
の
番
号
を
表
示
す
る
。

四
、
同
盟
国
は
、
国
際
分
類
を
主
た
る
国
内
分
類
と
し
て
使
用
す
る

　
か
、
あ
る
い
は
副
次
的
な
分
類
と
し
て
独
自
の
国
内
分
類
と
併
用

　
す
る
。

五
、
同
盟
国
の
代
表
か
ら
成
る
国
際
分
類
の
変
更
の
決
定
等
を
行
う

　
専
門
家
委
員
会
を
設
置
す
る
。

六
、
知
的
所
有
権
国
際
事
務
局
が
同
盟
の
管
理
業
務
等
を
行
う
。

　
な
お
、
こ
の
協
定
は
一
九
七
九
年
（
昭
和
五
十
四
年
）
二
月
六
日

に
発
効
し
て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
　
前
ペ
ー
ジ
参
照

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務

員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
六

号
）

要
旨



　
本
法
律
案
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
在
ウ
ィ
ー
ン
国
際
機
関
日
本
政
府
代
表
部
を
設
置
す
る
と
と
も

　
に
、
中
部
太
平
洋
に
あ
る
マ
ー
シ
ャ
ル
及
び
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
に
そ

　
れ
ぞ
れ
兼
轄
の
大
使
館
を
設
置
す
る
。

二
、
右
の
各
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当

　
の
基
準
額
を
定
め
る
。

三
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
に
支
給
す
る
子
女
教
育
手

　
当
の
支
給
要
件
を
改
定
す
る
。

四
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
に
支
給
す
る
住
居
手
当
に

　
つ
い
て
、
事
故
ま
た
は
職
員
の
死
亡
の
た
め
配
偶
者
が
旧
在
勤
地

　
に
残
留
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
引
き
続
き
支
給
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
住
居
手
当
の
額
を
改
定
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
外
務
委

　
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
在
ウ
ィ
ー
ン
国
際
機
関
日
本
政
府
代
表
部
を
設
置

　
す
る
こ
と
、
中
部
太
平
洋
に
あ
る
マ
ー
シ
ャ
ル
及
び
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア

　
に
そ
れ
ぞ
れ
兼
轄
の
大
使
館
を
設
置
す
る
こ
と
、
在
外
職
員
の
子
女

　
教
育
手
当
の
支
給
要
件
を
改
定
す
る
こ
と
、
事
故
ま
た
は
職
員
の
死

亡
に
よ
り
配
偶
者
が
旧
在
勤
地
に
残
留
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
の
住

居
手
当
支
給
額
を
改
定
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
ウ
ィ
ー
ン
に
政
府
代
表
部
を
設
置
す

る
必
要
性
、
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
法
的
地
位
、
在
外
公

館
の
通
信
及
び
警
備
体
制
、
在
外
邦
人
の
保
護
対
策
、
そ
の
他
外
交

問
題
全
般
に
つ
き
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
詳
細
は
会
議
録
に
よ

っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
え
、
採
決
の
結
果
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案

ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

旅
券
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
一
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
の
旅
券
発
給
件
数
の
急
増
に
伴
い
、
旅
券
発

　
給
窓
口
の
混
雑
、
旅
券
事
務
量
の
膨
張
、
旅
券
管
理
の
複
雑
化
等
の

　
諸
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、
大
量
渡
航
時
代
に
お
け
る
旅
券
事
務

　
及
び
出
入
国
手
続
の
合
理
化
等
の
た
め
、
国
際
的
に
機
械
読
取
り
旅

　
券
（
Ｍ
Ｒ
Ｐ
）
の
導
入
が
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
、

　
現
行
旅
券
制
度
の
見
直
し
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
主
な



改
正
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
旅
券
を
国
際
的
な
標
準
旅
券
に
統
一
し
、
事
務
の
合
理
化
を
図

　
る
た
め
、
一
般
旅
券
は
、
原
則
と
し
て
有
効
期
間
五
年
の
数
次
往

　
復
用
旅
券
と
す
る
。

二
、
二
重
に
旅
券
を
発
給
す
る
場
合
及
び
発
給
を
受
け
よ
う
と
す
る

　
者
が
長
期
二
年
以
上
の
刑
で
訴
追
中
で
あ
る
場
合
等
に
お
い
て
は
、

　
渡
航
先
を
個
別
に
特
定
し
、
有
効
期
間
を
五
年
未
満
と
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

三
、
外
務
大
臣
が
指
定
す
る
地
域
へ
渡
航
す
る
場
合
に
は
、
一
往
復

　
用
の
一
般
旅
券
を
発
給
す
る
。
た
だ
し
、
外
務
大
臣
が
適
当
と
認

　
め
る
と
き
は
、
渡
航
先
を
個
別
に
特
定
し
て
記
載
し
た
有
効
期
間

　
五
年
以
下
の
数
次
往
復
用
旅
券
を
発
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
全
て
の
旅
券
に
有
効
期
間
満
了
の
日
を
記
載
す
る
。
こ
の
た
め
、

　
　
一
往
復
用
旅
券
の
有
効
期
間
も
五
年
と
す
る
。

五
、
一
般
旅
券
の
発
給
申
請
の
た
め
に
必
要
な
提
出
書
類
の
う
ち
、

　
渡
航
費
用
の
支
払
能
力
を
立
証
す
る
書
類
は
、
提
出
を
要
し
な
い
。

六
、
本
人
の
出
頭
は
原
則
と
し
て
交
付
時
一
回
で
よ
い
こ
と
と
し
、

　
申
請
時
は
幅
広
く
代
理
申
請
を
認
め
る
。

七
、
旅
券
の
記
載
事
項
の
訂
正
を
原
則
と
し
て
廃
止
し
、
旅
券
を
返

　
納
の
後
、
新
規
発
給
す
る
こ
と
で
こ
れ
に
代
え
る
。

八
、
旅
券
の
残
存
有
効
期
間
が
一
年
未
満
に
な
っ
た
場
合
等
に
は
、

　
切
替
発
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

九
、
現
在
で
は
諸
外
国
に
ほ
と
ん
ど
例
を
見
な
い
合
冊
制
度
を
廃
止

　
す
る
。

十
、
都
道
府
県
に
お
け
る
旅
券
事
務
の
財
政
基
盤
を
改
善
す
る
た
め
、

　
こ
れ
ま
で
の
委
託
費
方
式
を
改
め
、
手
数
料
の
一
部
を
実
費
を
勘

　
案
し
て
都
道
府
県
の
収
入
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
五
九
ペ
ー
ジ
参
照




